
令和２年度 第６回清里区地域協議会次第 

 

日 時：令和２年９月２４日(木)  

午後３時００分から 

場 所：清里コミュニティプラザ ３階多目的ホール 

 

１ 開  会  

 

２ 会長あいさつ 

 

３ 所長あいさつ 

 

４ 報 告 

 （1）総務・地域振興グループ報告事項 

   ・地域活動支援事業の進捗状況について 

 

 

５ 協 議 

 (1) 自主的審議事項について 

   ・中山間地域の課題解決に向けた取組について      資料 1-1、1-2 

 

 

 

   ・市営バスの運行に伴う旅客運賃の負担に係る検討について 

資料 2-1、2-2、2-3 

 

 

 

６ その他 

○ 令和２年度第７回清里区地域協議会の開催（案）について 

   ・日 時：令和２年１０月２９日（木）午後３時から 

   ・会 場：清里コミュニティプラザ ３階多目的ホール 

 

 

７ 閉 会 























































・東戸野～東城1丁目
　　高校生

令和2年度 540円 路線バス　1年定期 540円×往復2×30日×割引率0.54×12月×0.80＝ 168,000 円

令和3年度 450円 路線バス　1年定期 450円×往復2×30日×割引率0.54×12月×0.80＝ 139,970 円
200円 市営バス 200円×60×割引率0.64×6×0.9＝ 41,470 円
200円 市営バス 200円×60×割引率0.64×6×0.9＝ 41,470 円

222,910 円 増 54,910 円
片道運賃 540円→650円

・棚田～東城1丁目
　　高校生

令和2年度 590円 路線バス　1年定期 590円×往復2×30日×割引率0.54×12月×0.80＝ 183,550 円

令和3年度 450円 路線バス　1年定期 450円×往復2×30日×割引率0.54×12月×0.80＝ 139,970 円
200円 市営バス 200円×60×割引率0.64×6×0.9＝ 41,470 円
200円 市営バス 200円×60×割引率0.64×6×0.9＝ 41,470 円

222,910 円 増 39,360 円
片道運賃 590円→650円

・梨平～東城1丁目
　　高校生

令和2年度 630円 路線バス　1年定期 630円×往復2×30日×割引率0.54×12月×0.80＝ 195,940 円

令和3年度 450円 路線バス　1年定期 450円×往復2×30日×割引率0.54×12月×0.80＝ 139,970 円
200円 市営バス 200円×60×割引率0.64×6×0.9＝ 41,470 円
200円 市営バス 200円×60×割引率0.64×6×0.9＝ 41,470 円

222,910 円 増 26,970 円
片道運賃 630円→650円

・青柳～東城1丁目
　　高校生

令和2年度 720円 路線バス　1年定期 （710円×往復2×30日×割引率0.54）+（10円×2往復×30日×0.2）×12月×0.80＝ 221,950 円

令和3年度 450円 路線バス　1年定期 450円×往復2×30日×割引率0.54×12月×0.80＝ 139,970 円
200円 市営バス 200円×60×割引率0.64×6×0.9＝ 41,470 円
200円 市営バス 200円×60×割引率0.64×6×0.9＝ 41,470 円

222,910 円 増 960 円
片道運賃 720円→650円

令和3年度からのバス運賃比較（高校生・東城町1丁目まで）

資料　２－１



・東戸野～高田駅
　　高校生

令和2年度 650円 路線バス　1年定期 650円×往復2×30日×割引率0.54×12月×0.80＝ 202,180 円

令和3年度 580円 路線バス　1年定期 580円×往復2×30日×割引率0.54×12月×0.8＝ 180,380 円
200円 市営バス 200円×60×割引率0.64×6×0.9＝ 41,470 円
200円 市営バス 200円×60×割引率0.64×6×0.9＝ 41,470 円

263,320 円 増 61,140 円
片道運賃 650円→780円

・棚田～高田駅
　　高校生

令和2年度 720円 路線バス　1年定期 720円×往復2×30日×割引率0.54×12月×0.80＝ 221,950 円

令和3年度 580円 路線バス　1年定期 580円×往復2×30日×割引率0.54×12月×0.8＝ 180,380 円
200円 市営バス 200円×60×割引率0.64×6×0.9＝ 41,470 円
200円 市営バス 200円×60×割引率0.64×6×0.9＝ 41,470 円

263,320 円 増 41,370 円
片道運賃 720円→780円

・梨平～高田駅
　　高校生

令和2年度 750円 路線バス　1年定期 （720円×往復2×30日×割引率0.54）+（30円×2往復×30日×0.2）×12月×0.80＝ 225,410 円

令和3年度 580円 路線バス　1年定期 580円×往復2×30日×割引率0.54×12月×0.8＝ 180,380 円
200円 市営バス 200円×60×割引率0.64×6×0.9＝ 41,470 円
200円 市営バス 200円×60×割引率0.64×6×0.9＝ 41,470 円

263,320 円 増 37,910 円
片道運賃 750円→780円

・青柳～高田駅
　　高校生

令和2年度 800円 路線バス　1年定期 （720円×往復2×30日×割引率0.54）+（80円×2往復×30日×0.2）×12月×0.80＝ 231,170 円

令和3年度 580円 路線バス　1年定期 580円×往復2×30日×割引率0.54×12月×0.8＝ 180,380 円
200円 市営バス 200円×60×割引率0.64×6×0.9＝ 41,470 円
200円 市営バス 200円×60×割引率0.64×6×0.9＝ 41,470 円

263,320 円 増 32,150 円
片道運賃 800円→780円

令和3年度からのバス運賃比較（高校生・高田駅まで）



・東戸野～東城1丁目

令和2年度 540円 路線バス　半年定期 540円×往復2×30日×割引率0.64×6月×0.90×2= 224,000 円
224,000 円

令和3年度 450円 路線バス　半年定期 450円×往復2×30日×割引率0.64×6月×0.90×2= 186,620 円
200円 市営バス 200円×往復2×365日＝ 146,000 円 332,620 円

片道運賃 540円→650円 増 108,620 円

・棚田～東城1丁目

令和2年度 590円 路線バス　半年定期 550円×往復2×30日×割引率0.64×6月×0.90×2= 228,100 円
+40円×往復2×30日×0.5×6月×0.9×2= 12,960 円 241,060 円

令和3年度 450円 路線バス　半年定期 450円×往復2×30日×割引率0.64×6月×0.90×2= 186,620 円
200円 市営バス 200円×往復2×365日＝ 146,000 円 332,620 円

片道運賃 590円→650円 増 91,560 円

・梨平～東城1丁目

令和2年度 630円 路線バス　半年定期 550円×往復2×30日×割引率0.64×6月×0.90×2= 228,100 円
+80円×往復2×30日×0.5×6月×0.9×2= 25,920 円 254,020 円

令和3年度 450円 路線バス　半年定期 450円×往復2×30日×割引率0.64×6月×0.90×2= 186,620 円
200円 市営バス 200円×往復2×365日＝ 146,000 円 332,620 円

片道運賃 630円→650円 増 78,600 円

・青柳～東城1丁目

令和2年度 720円 路線バス　半年定期 550円×往復2×30日×割引率0.64×6月×0.90×2= 228,100 円
+170円×往復2×30日×0.5×6月×0.9×2= 55,080 円 283,180 円

令和3年度 450円 路線バス　半年定期 450円×往復2×30日×割引率0.64×6月×0.90×2= 186,620 円
200円 市営バス 200円×往復2×365日＝ 146,000 円 332,620 円

増 49,440 円
片道運賃 720円→650円

令和3年度からのバス運賃比較（一般・東城町1丁目まで）



・東戸野～高田駅

令和2年度 650円 路線バス　半年定期 550円×往復2×30日×割引率0.64×6月×0.90×2= 228,100 円
+100円×往復2×30日×0.5×6月×0.9×2＝ 32,400 円 260,500 円

令和3年度 580円 路線バス　半年定期 550円×往復2×30日×割引率0.64×6月×0.90×2= 228,100 円
+30円×往復2×30日×0.5×6月×0.9×2＝ 9,720 円

200円 市営バス 200円×往復2×365日＝ 146,000 円 383,820 円

片道運賃 650円→780円 増 123,320 円

・棚田～高田駅

令和2年度 720円 路線バス　半年定期 550円×往復2×30日×割引率0.64×6月×0.90×2= 228,100 円
+170円×往復2×30日×0.5×6月×0.9×2= 55,080 円 283,180 円

令和3年度 580円 路線バス　半年定期 550円×往復2×30日×割引率0.64×6月×0.90×2= 228,100 円
+30円×往復2×30日×0.5×6月×0.9×2＝ 9,720 円

200円 市営バス 200円×往復2×365日＝ 146,000 円 383,820 円

片道運賃 720円→780円 増 100,640 円

・梨平～高田駅

令和2年度 750円 路線バス　半年定期 550円×往復2×30日×割引率0.64×6月×0.90×2= 228,100 円
+200円×往復2×30日×0.5×6月×0.9×2= 64,800 円 292,900 円

令和3年度 580円 路線バス　半年定期 550円×往復2×30日×割引率0.64×6月×0.90×2= 228,100 円
+30円×往復2×30日×0.5×6月×0.9×2＝ 9,720 円

200円 市営バス 200円×往復2×365日＝ 146,000 円 383,820 円

片道運賃 750円→780円 増 90,920 円

・青柳～高田駅

令和2年度 800円 路線バス　半年定期 550円×往復2×30日×割引率0.64×6月×0.90×2= 228,100 円
+250円×往復2×30日×0.5×6月×0.9×2= 81,000 円 309,100 円

令和3年度 580円 路線バス　半年定期 550円×往復2×30日×割引率0.64×6月×0.90×2= 228,100 円
+30円×往復2×30日×0.5×6月×0.9×2＝ 9,720 円

200円 市営バス 200円×往復2×365日＝ 146,000 円 383,820 円

増 74,720 円
片道運賃 800円→780円

令和3年度からのバス運賃比較（一般・高田駅まで）



市営バスの運賃表（旅客から収受する対価の額） 

種  類 輸送の区域 対価の額 適用方法 

普通旅客運賃 均一制 

安塚区 

大島区 

牧区 

頸城区 

名立区 

大人 200円 

（12歳以上の者。但し 12歳でも小学生は小児扱い） 

小児 100円 

（6歳以上 12歳未満の者。但し、6歳でも小学校に入学するまで無賃） 

未就学児は無賃 

1. 片道 1回乗車に適用 

2. 輸送区域内の小学校児童及び中学校生徒は、登下校時に限りス

クールバス通学証の提示により無賃とする 

3. 実施日 

平成 28年 4月 1日から 

定期旅客運賃 

市営バス学生定期乗車券 

大人（12歳以上の者。但し 12歳でも小学生は小児扱い） 

1か月定期券 

普通旅客運賃の額に 60を乗じて得た額からその 3割 6分を割り引いた額（10

円未満の数字は四捨五入） 

  往復定期 7,680円 片道定期 3,840円 

3か月定期券 

1 か月定期券による定期旅客運賃の額に 3 を乗じて得た額からその 5 分を割

り引いた額（10円未満の数字は四捨五入） 

 往復定期 21,890円 片道定期 10,950円 

 6か月定期券 

1 か月定期券による定期旅客運賃の額に 6 を乗じて得た額からその 1 割を割

り引いた額（10円未満の数字は四捨五入） 

 往復定期 41,470円 片道定期 20,740円 

小児（6歳以上 12歳未満の者。但し、6歳でも小学校に入学するまで無賃） 

大人運賃の額からその 5割を割り引いた額（10円未満の数字は四捨五入） 

1か月券  往復定期 3,840円 片道定期 1,920円 

 3か月券  往復定期 10,950円 片道定期 5,480円 

 6か月券  往復定期 20,740円 片道定期 10,370円 

（片道定期券は、往復定期券の額からその 5割を割り引いた額であり、割り引い

て得た額に 10円未満の端数がある場合は、その端数を四捨五入する） 

1. 対象者 

  学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）第 1 条に規定する高等学

校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校並びに同

法第 124 条に規定する専修学校並びに同法第 134 条に規定する各

種学校並びに国立大学法人法（平成 15 年法律第 112 号）第 23 条

に規定する小学校及び中学校並びに上越市立学校条例（昭和 46年

上越市条例第 29号）第 1条に規定する上越市立小学校及び上越市

立中学校の通学者とする 

2. 実施日 

  令和 2年 4月 24日から 

3. 適用路線 

  上越市自家用有償旅客運送の全路線 

4. 有効期間 

  【1か月定期券】1か月定期券の利用を開始する日から 1か月 

  【3か月定期券】3か月定期券の利用を開始する日から 3か月 

  【6か月定期券】6か月定期券の利用を開始する日から 6か月 

5. 学生定期券は、乗車回数を限定しない 

市営バス東飛山線サポー

ター乗車券 
名立区 1世帯 2,000円 

1. 対象者 

  市営バス東飛山線サポーター乗車券を購入した世帯員全員 

  （市営バス東飛山線サポーター乗車券に記載されている世帯員） 

2. 実施日 

  令和 2年 4月 1日から 

3. 適用路線 

  東飛山線 

4. 有効期間 

  市営バス東飛山線サポーター乗車券を購入した日から当該年度

末までの土休日 

5. 市営バス東飛山線サポーター乗車券は、乗車回数を限定しない 

資料 ２－２ 



 

種  類 輸送の区域 対価の額 適用方法 

旅客運賃の割引 

身体障害者割引 

知的障害者割引 

精神障害者割引 

児童福祉法適用者割引 

安塚区 

大島区 

牧区 

頸城区 

名立区 

普通旅客運賃及び定期旅客運賃の 5割引 

普通旅客運賃 

大人 100円 

小児 50円 

未就学児は無賃 

 定期旅客運賃（市営バス学生定期乗車券） 

大人  1か月定期券  往復定期 3,840円 片道定期 1,920円 

3か月定期券  往復定期 10,950円 片道定期 5,480円 

6か月定期券  往復定期 20,740円 片道定期 10,370円 

小児  1か月定期券  往復定期 1,920円 片道定期 960円 

3か月定期券  往復定期 5,480円 片道定期 2,740円 

6か月定期券  往復定期 10,370円 片道定期 5,190円 

（大人は、12歳以上の者。但し 12歳でも小学生は小児扱い） 

（小児は、6歳以上 12歳未満の者。但し、6歳でも小学校に入学するまで無賃） 

（割り引いて得た額に 10円未満の端数がある場合は、その端数を四捨五入する） 

1. 対象者 

次の各号のいずれかに該当する者が手帳等を提示又は提出する

場合 

⑴ 身体障害者福祉法第 15条 4項の規定により身体障害者手帳の

交付を受けている者 

⑵ 都道府県知事が発行する知的障害者の療育手帳の交付を受け

ている者 

⑶ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第 45条第 2項の規

定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者 

⑷ 児童福祉法第 12条の４及び第 41条から第 44条までに規定す

る施設の長が発行する運賃割引証を提出する者 

⑸ 上記⑴～⑷の対象者の介護人又は付添人 

2. 実施日 

令和 2年 4月 1日から 

市長が必要と認めるもの 
普通旅客運賃に割引率を乗じた額 

（割引率は市長が別途定める） 

1. 需要を喚起するなど市長が必要と認める場合 

2. 実施日 

 平成 28年 4月 1日から 

乗継割引 頸城区 

実施運賃から 

大人 100円引（中学生以上の者） 

小児 50円引（小学生以下の者） 

1. 対象者 

バス乗継割引券の発行日当日に当該割引券を提出された者 

2. 実施日 

平成 23年 4月 1日から 

3. 適用路線 

大池線 

4. 適用範囲 

南川線と大池線の乗継 



資料２－３




